
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  非業務用資産を業務の用に供した場合            

Ｑ：自宅に使っていた建物を貸付用にしよ

うと思います。減価償却費の計算はどのよう

になりますか？                                      

                                              

Ａ：次のようになります。 

【解説】  

非業務用の減価償却資産を業務の用に供し

た場合の、その業務の用に供した後における

その資産の償却費の額は、その資産の取得価

額(取得に要した金額並びに設備費及び改良

費の額の合計額)に、その資産の耐用年数に1.5

を乗じて計算した年数(1年未満の端数がある

場合は切り捨てます)により旧定額法等の方

法で計算した金額を基に、その資産を取得し

た日から業務の用に供した日までの期間(1年

未満の端数が生じた場合は、6か月以上は1年

とし、6か月未満の端数は切り捨てます)に係

る年数を乗じた金額を取得価額から控除した

金額を未償却残額として計算することとなっ

ています。  

なお、平成10年3月31日以前に取得した建物

の償却方法は、旧定額法と旧定率法の選択が

認められますが、平成10年4月1日以後平成19

年3月31日以前に取得した建物は旧定額法に

よることになります。また、平成19年4月1日

以後に取得した建物については定額法による

こととなります。  
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